
更
新
期
間
で
す
。
対
象
者
に
は
そ

れ
ぞ
れ
通
知
し
て
い
ま
す
の
で
、

受
付
期
間
内
に
忘
れ
ず
に
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
児
童
扶
養
手
当

　
離
婚
な
ど

に
よ
り
父
又
は
母
が
い
な
い
18

歳
未
満
の
児
童
を
監
護
す
る
母

又
は
父
等
に
対
し
、
支
給
さ
れ

る
手
当

▼
特
別
児
童
扶
養
手
当

　
一
定

以
上
の
障
が
い
を
持
つ
20
歳
未

満
の
児
童
を
監
護
す
る
父
母
等

に
対
し
、
支
給
さ
れ
る
手
当

▼
ひ
と
り
親
等
家
庭
医
療
費
助
成

離
婚
な
ど
に
よ
り
父
又
は
母
が

い
な
い
18
歳
未
満
の
児
童
を
監

護
す
る
母
又
は
父
等
に
対
し
、

保
険
診
療
の
自
己
負
担
分
の
一

部
を
助
成
す
る
制
度

※
い
ず
れ
も
所
得
な
ど
の
要
件

が
あ
り
ま
す
。
各
制
度
の
詳
細

は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認

い
た
だ
く
か
、
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
福
祉
課
社
会
福
祉
係

☎
5
8
5
‐
2
7
9
3

「
児
童
福
祉
週
間
」

　
　
　
　
標
語
の
募
集

　
毎
年
5
月
5
日
の
「
こ
ど
も

の
日
」
か
ら
1
週
間
を
児
童
福

8
月
は
食
品
衛
生
月
間

　
　
食
中
毒
は
毎
日
食
べ
て
い
る

家
庭
の
食
事
で
も
発
生
し
ま
す
。

特
に
夏
場
は
気
温
が
高
く
、
細

菌
が
増
え
や
す
く
な
る
た
め
、

食
中
毒
が
起
き
や
す
く
な
り
ま

す
。
家
庭
で
の
食
事
作
り
の
食

中
毒
予
防
の
ポ
イ
ン
ト
を
チ
ェ

ッ
ク
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

【
食
中
毒
予
防
の
3
原
則
】

・
食
中
毒
菌
を
つ
け
な
い
：
手
洗

い
の
徹
底
、
器
具
の
使
い
分
け

（
肉
、
魚
、
野
菜
で
分
け
る
）

・
食
中
毒
菌
を
ふ
や
さ
な
い
：
温

度
管
理
（
冷
却
）
、
常
温
に
放
置

し
な
い
、
作
っ
た
ら
す
ぐ
食
べ
る

・
食
中
毒
菌
を
や
っ
つ
け
る
：
十

分
な
加
熱
（
中
心
部
ま
で
火
を

通
す
）。
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
は
85
℃

90
秒
以
上

問
県
北
保
健
所
食
品
衛
生
チ
ー
ム

☎
5
3
4
‐
4
3
0
5

児
童
扶
養
手
当
の

　
　
手
続
き
に
つ
い
て

　8
月
か
ら
9
月
に
か
け
て
は

「
児
童
扶
養
手
当
」「
特
別
児
童
扶

養
手
当
」
「
ひ
と
り
親
等
家
庭
医

療
費
助
成
」
の
受
給
資
格
確
認
・
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祉
週
間
と
定
め
て
、
児
童
福
祉

の
理
念
の
普
及
・
啓
発
の
た
め

の
各
種
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す

が
、
令
和
6
年
度
の
児
童
福
祉

週
間
に
向
け
て
、
そ
の
象
徴
と

な
る
標
語
を
募
集
し
ま
す
。
詳

細
は
児
童
育
成
協
会
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
確
認
い
た
だ
く
か
、

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
募
集
期
間

　
8
月
1
日
火
か

ら
9
月
30
日
土
※
郵
送
の
場
合

は
、
当
日
消
印
有
効

▼
募
集
内
容

　
子
ど
も
た
ち
を

応
援
す
る
標
語
や
、
未
来
に
向

け
て
の
子
ど
も
た
ち
か
ら
の
メ

ッ
セ
ー
ジ
と
な
る
標
語

▼
主
催
者

　
こ
ど
も
家
庭
庁
・

（
社
福
）
全
国
社
会
福
祉
協
議
会
・

（
公
財
）
児
童
育
成
協
会

問
公
益
財
団
法
人
児
童
育
成
協

会
「
標
語
募
集
」
係

☎
0
3
‐
5
3
5
7
‐
1
1
7
4

「
こ
ど
も
の
人
権
相
談
」
　
　
　

電
話
相
談
の
実
施

　
福
島
地
方
法
務
局
と
福
島
県

人
権
擁
護
委
員
連
合
会
は
、
8

月
23
日
か
ら
29
日
ま
で
の
7
日

間
、
全
国
一
斉
「
こ
ど
も
の
人

権
相
談
」
強
化
週
間
と
し
て
、

い
じ
め
や
嫌
が
ら
せ
、
虐
待
、

体
罰
な
ど
子
ど
も
の
抱
え
る
人

権
問
題
に
つ
い
て
、
電
話
相
談

を
実
施
し
ま
す
。
相
談
は
人
権

擁
護
委
員
及
び
法
務
局
職
員
が

応
じ
、
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
期
間

　
8
月
23
日
水
か
ら
29

日
火
ま
で
の
7
日
間

▼
時
間

　
午
前
8
時
30
分
か
ら

午
後
7
時
ま
で
※
26
日
土
、
27

日
日
は
午
前
10
時
か
ら
午
後
5

時
ま
で

▼
電
話
番
号

　
☎
0
1
2
0
‐

0
0
7
‐
1
1
0

問
福
島
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

☎
5
3
4
‐
1
9
9
4
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伊
達
地
方

　
消
防
組
合
職
員
募
集

　
令
和
6
年
度
採
用
の
伊
達
地

方
消
防
組
合
職
員
の
採
用
試
験

を
実
施
し
ま
す
。

▼
職
種
　
消
防
吏
員

▼
採
用
予
定
　
5
名
　

▼
受
験
資
格
　
平
成
11
年
4
月

2
日
か
ら
平
成
18
年
4
月
1
日

ま
で
に
生
ま
れ
た
方
（
性
別
、

学
歴
は
問
い
ま
せ
ん
）

▼
受
付
期
間
　
7
月
12
日
水
か

ら
8
月
10
日
木
ま
で

▼
1
次
試
験
　
9
月
17
日
日

▼
申
し
込
み
　
受
験
申
込
書
は

消
防
本
部
総
務
課
で
配
布
し
ま

す
。
消
防
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
可
能

で
す
。
必
要
事
項
を
記
入
の
う

え
、
消
防
本
部
総
務
課
へ
持
参

又
は
郵
送
に
よ
り
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

問
伊
達
地
方
消
防
組
合
消
防
本

部
総
務
課

☎
5
7
5
‐
0
1
8
0

まちの情報ボックス

自
衛
官
募
集

　
令
和
6
年
度
入
隊
の
自
衛
官

の
採
用
試
験
を
実
施
し
ま
す
。

【
一
般
曹
候
補
生
】

▼
資
格

　
18
歳
以
上
33
歳
未
満

の
者

▼
受
付
期
間
　
9
月
5
日
火
ま
で

▼
試
験
期
日
　
１
次
：
9
月
15
日

か
ら
24
日
、
2
次
：
10
月
14
日
か

ら
11
月
5
日
※
い
ず
れ
か
1
日
を

指
定
さ
れ
ま
す
。

【
自
衛
官
候
補
生
】

▼
資
格
　
18
歳
以
上
33
歳
未
満

の
者

▼
受
付
期
間
　
年
間
を
通
じ
て

受
付

▼
試
験
期
日
　
受
付
時
又
は
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
て
お
知
ら
せ

問
自
衛
隊
福
島
地
方
協
力
本
部

福
島
募
集
案
内
所

☎
5
4
5
‐
7
9
9
5

8
月
15
日
の
黙
祷
と

　
　
　
　
半
旗
の
掲
揚

　
8
月
15
日
は
「
戦
没
者
を
追

悼
し
平
和
を
祈
念
す
る
日
」
と

し
て
、
日
本
武
道
館
で
政
府
主

お
知
ら
せ

野
菜
や
果
物
の
収
穫
作
業
（
5

か
ら
11
月
）
な
ど

問
農
業
法
人
み
ら
い
ア
グ
リ
サ

ー
ビ
ス
株
式
会
社

☎
5
7
5
‐
0
1
4
8
（
月
曜

日
か
ら
金
曜
日
、
午
前
8
時
30

分
か
ら
午
後
5
時
ま
で
※
祝
祭

日
を
除
く
）

農
作
業
技
術
養
成
講
座

　
農
家
を
お
手
伝
い
し
て
頂
け

る
方
の
技
術
を
養
成
す
る
講
座

を
開
催
し
ま
す
。

▼
対
象
者
　
農
業
に
興
味
の
あ

る
方
（
経
験
不
問
）
、
研
修
後
に

農
家
を
手
伝
っ
て
頂
け
る
方

▼
定
員
　
20
名
程
度

▼
講
習
料
　
無
料

▼
募
集
期
間
　
8
月
10
日
木
ま
で

▼
申
込
方
法
　
住
所
、
氏
名
（
フ

リ
ガ
ナ
）、
電
話
番
号
（
携
帯
電

話
）
を
伊
達
市
農
林
業
振
興
公

社
へ
電
話
か
F
A
X
で
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

☎
5
7
3
‐
2
1
5
0

F
A
X

　
5
7
3
‐
2
3
5
0

▼
講
座
期
間
（
全
2
回
）
　
8
月

16
日
水
（
午
前
9
時
か
ら
午
前

11
時
30
分
※
受
付
開
始
・
午
前

8
時
45
分
）
及
び
令
和
6
年
2

月
下
旬
か
ら
3
月
上
旬
頃
実
施

催
の
全
国
戦
没
者
追
悼
式
が
開

催
さ
れ
ま
す
。

　
町
に
お
い
て
も
、
先
の
大
戦

で
亡
く
な
ら
れ
た
方
々
を
追
悼

し
、
平
和
を
祈
念
す
る
た
め
、

黙
祷
と
半
旗
の
掲
揚
を
実
施
し

ま
す
。
趣
旨
を
ご
理
解
の
う
え
、

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
式
典
当
日
（
8
月
15
日
）
の

正
午
、
各
家
庭
や
職
場
な
ど
で
、

1
分
間
の
黙
祷
を
さ
さ
げ
て
く

だ
さ
い
。

▼
式
典
当
日
、
各
職
場
な
ど
に

お
い
て
半
旗
を
掲
揚
し
て
く
だ

さ
い
。

問
福
祉
課
社
会
福
祉
係

☎
5
8
5
‐
2
7
9
3

農
作
業
を
手
伝
っ
て
頂

け
る
方
を
大
募
集
！
　
　
　

　　
短
時
間
で
も
Ｏ
Ｋ
！
空
い
た

時
間
に
収
入
確
保
！

▼
募
集
要
項
　
初
心
者
大
歓
迎

（
経
験
不
問
）、
農
業
に
興
味
の

あ
る
方
、
午
前
だ
け
・
午
後
だ

け
で
も
Ｏ
Ｋ

▼
就
労
エ
リ
ア
　
国
見
町

▼
農
作
業
の
種
類
　
モ
モ
の
管

理
作
業
（
3
か
ら
6
月
）、
ぶ
ど

う
の
管
理
作
業
（
6
か
ら
7
月
）、

野
菜
の
定
植
（
4
か
ら
6
月
）、

予
定

▼
場
所
【
講
義
】
伊
達
市
役
所

保
原
本
庁
舎
1
階
シ
ル
ク
ホ
ー

ル
【
実
習
】
伊
達
市
保
原
町
上

保
原 

実
習
農
場

問
伊
達
市
農
林
業
振
興
公
社

☎
5
7
3
‐
2
1
5
0

自
筆
証
書
遺
言
書
保
管

制
度
・
相
続
登
記
申
請
義

務
化
に
関
す
る
説
明
会

　　
法
務
局
職
員
が
講
師
と
な
り

「
自
筆
証
書
遺
言
書
を
法
務
局
で

保
管
す
る
制
度
」
や
「
相
続
登

記
の
申
請
義
務
化
」
に
つ
い
て

説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

　
福
島
地
方
法
務
局
を
拠
点
と

し
て
、
相
馬
、
郡
山
、
白
河
、

会
津
若
松
、
い
わ
き
に
あ
る
法

務
局
を
W
E
B
会
議
シ
ス
テ
ム

を
利
用
し
て
中
継
す
る
の
で
、

遠
方
の
方
で
も
参
加
可
能
で
す
。

　
事
前
予
約
が
必
要
で
す
が
、

参
加
は
無
料
で
す
の
で
、
ぜ
ひ

ご
参
加
く
だ
さ
い
。

▼
日
時
　
9
月
12
日
火
（
午
前

10
時
か
ら
1
時
間
程
度
）

▼
申
込
方
法
　
電
話
の
み
　

問
福
島
地
方
法
務
局
供
託
課

☎
5
3
4
‐
1
9
7
1

広告掲載


